
資料５ 

旭川市近文生活館の移転について 

 

１ 旭川市近文生活館について 

  ・所在 旭川市錦町１４丁目 

  ・建物 昭和４８年建設 木造２階建 

 

２ 旭川市近文生活館保育園について 

  ・所在 旭川市錦町１４丁目 

  ・建物 昭和３９年建設 ブロック造１階建 

      旭川市近文生活館として建設され，昭和４０年頃から季節保育所，

昭和４５年頃から通年制保育所として利用 

   

 

３ 旭川市近文生活館の移転について 

  ・平成３０年４月から旭川市近文生活館保育園が移転統合となるため，跡

施設を改修や修繕し，旭川市近文生活館の移転を計画しています。 

・現在の旭川市近文生活館は 1階に作業室，2階に貸室（和室）があり，

移転後も作業室と貸室 1室を整備する予定です。 

・移転後の貸室は洋室で，現在の貸室よりも広い部屋となる予定です。 

・移転後は貸室が 2階から 1階へ，和室から洋室になることから，これま

で以上に利用しやすい施設となることを期待しています。 

  ・なお，移転後は現在の旭川市近文生活館を解体し，利便性向上のため駐

車場として整備する予定です。 

 

４ 移転時期について 

  ・平成 30年度  旭川市近文生活館保育園跡施設の整備 

  ・平成 31年 4月 旭川市近文生活館移転 

  ・平成３１年度  旭川市近文生活館解体，駐車場整備 

 


